様式第４号（第５条関係）
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　第　　　　　号
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　月　　日
                    様
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　色麻町長                  印
給水停止執行通知書
　水道法第１５条第３項及び色麻町水道事業給水条例第３６条の規定により、本日、給水停止を執行いたしましたので通知します。
　なお、未納水道料金を納付いただければ、開栓いたします。
記
１　給水停止執行日時         年　　月　　日（　）午前・午後　　時　　　分
２　給水装置設置場所      色麻町                             
３　水栓番号
４　お問い合わせ先        色麻町
                          電話
注意
１　未納水道料金を納付しないで給水装置を無断で使用された場合は、色麻町水道事業給　水条例第３８条の規定により、罰則が課せられますのでご注意ください。
２　未納水道料金を納付される場合は、事前に必ずご連絡ください。
教示
　　この処分について不服がある場合は、この処分があったことを知った日の翌日から起　算して６０日以内に色麻町長に対して異議申立てをすることができます。
　　また、この処分の取消しの訴えは、この処分があったことを知った日の翌日から起算　して６箇月以内に、色麻町を被告として(訴訟において色麻町を代表する者は色麻町長に　なります。）、提起することができます。（なお、この処分があったことを知った日の翌日　から起算して６箇月以内であっても、この処分の日の翌日から起算して１年を経過する　と処分の取消しの訴えを提起することができなくなります。）
  　ただし、この処分があったことを知った日の翌日から起算して６０日以内に異議申立　てをした場合には、処分の取消しの訴えは、当該異議申立てに対する決定があったこと　を知った日の翌日から起算して６箇月以内に提起することができます。
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